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い
わ
ゆ
る
砂
川
事
件
及
び
伊
達
判
決
に
対
す
る
外
務
省
の
対
応
の
変
遷
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一
九
五
七
年
七
月
八
日
、
当
時
の
東
京
都
砂
川
町
（
現
立
川
市
）
の
米
軍
立
川
基
地
拡
張
の
た
め
、
東
京
調
達
局
が
測
量
を

行
お
う
と
し
た
際
、
反
対
す
る
デ
モ
隊
の
何
人
か
が
基
地
に
立
ち
入
り
、
そ
の
う
ち
七
人
が
刑
事
特
別
法
違
反
の
罪
で
逮
捕
・

起
訴
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
砂
川
事
件
に
対
し
、
一
九
五
九
年
三
月
三
十
日
、
当
時
の
伊
達
秋
雄
裁
判
長
は
東
京
地
裁
で
、
駐
留
米

軍
は
日
本
国
憲
法
第
九
条
に
違
反
す
る
と
し
、
後
に
伊
達
判
決
と
言
わ
れ
る
無
罪
判
決
を
出
し
た
。
こ
の
伊
達
判
決
が
出
さ
れ

た
翌
日
、
当
時
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
駐
日
米
国
大
使
と
藤
山
愛
一
郎
外
務
大
臣
と
の
会
談
（
以
下
、
「
会
談
」
と
い
う
。
）
が
行

わ
れ
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
使
よ
り
藤
山
大
臣
に
対
し
、
外
交
的
圧
力
が
か
け
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
砂
川
事
件
の
元
被
告

や
市
民
団
体
等
は
、
こ
れ
ま
で
累
次
に
渡
り
、
外
務
省
に
対
し
て
右
の
会
談
記
録
等
の
情
報
開
示
を
求
め
て
き
た
が
、
同
省
は

「
記
録
が
な
い
」
と
し
て
開
示
を
拒
ん
で
い
た
も
の
の
、
本
年
四
月
三
日
の
新
聞
報
道
で
は
、
同
省
は
こ
れ
ま
で
の
姿
勢
を
転

換
し
、
「
会
談
」
の
事
実
を
認
め
、
そ
の
速
記
録
を
関
係
者
に
情
報
開
示
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
右
を

踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

外
務
省
は
こ
れ
ま
で
「
会
談
」
の
速
記
録
は
じ
め
関
連
文
書
の
開
示
請
求
を
何
度
受
け
、
そ
の
度
に
ど
の
様
な
対
応
を

と
っ
て
き
た
の
か
、
具
体
的
な
日
に
ち
も
併
せ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



二

一
の
対
応
を
と
る
際
の
責
任
者
の
任
に
あ
っ
た
者
は
誰
か
、
そ
の
官
職
氏
名
を
全
て
挙
げ
ら
れ
た
い
。

三

「
会
談
」
は
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
「
会
談
」
に
お
い
て
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
使
よ
り
藤
山
大
臣
に
対
し
、
伊
達
判
決
に

対
す
る
懸
念
が
表
明
さ
れ
、
東
京
高
裁
へ
の
控
訴
で
は
な
く
、
最
高
裁
へ
跳
躍
上
告
す
べ
き
と
の
考
え
が
伝
え
ら
れ
た
と
い

う
事
実
は
あ
っ
た
の
か
。

四

外
務
省
は
「
会
談
」
の
速
記
録
を
、
同
省
内
に
お
け
る
ど
の
様
な
検
討
の
結
果
、
誰
の
責
任
に
よ
り
、
誰
に
渡
し
て
い
る

の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

五

今
回
外
務
省
と
し
て
、
「
会
談
」
の
事
実
を
認
め
、
そ
の
速
記
録
を
四
の
者
に
渡
す
こ
と
を
決
め
た
の
は
な
ぜ
か
。

六

一
の
者
、
ひ
い
て
は
外
務
省
が
、
「
会
談
」
の
事
実
を
隠
し
、
情
報
開
示
請
求
に
対
し
て
も
「
記
録
が
な
い
」
と
嘘
を
つ

き
続
け
て
き
た
の
は
な
ぜ
か
。
ま
た
そ
れ
は
適
切
で
あ
っ
た
か
。
岡
田
克
也
外
務
大
臣
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


